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大津市指定特定相談支援事業所等
体制整備補助金について

大津市福祉子ども部障害福祉課
障害福祉係長 大浦 周子

大津市障害者自立支援協議会
２０２０年度全体報告会

大津市障害福祉課の大浦です。

大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金について説明させていただき
ます。
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大津市の相談支援の現状

障害者数の増加
障害福祉サービス必要者数
の増加

相談員不足

モニタリング回数を
減らしたり

セルフプランを
増やしたりして

相談員１人あたりの
担当ケース数増

事業所の収入減
相談員の超過労働

相談員が増やせない 悪循環

→適切な相談が関われていないサービス利用がますます増えている
セルフプランの数：Ｈ31年3月末：815ケース→R2年3月末：914ケース）

まず、大津市の相談支援の現状ですが、障害者数の増加、障害福祉サービスを
必要とする人の増加により、相談員が不足しています。

相談員は断り切れず、モニタリングの回数を減らしたり、セルフプランに移行して
その作成の手伝いのみ行うなどして支援しており、収入は減り、超過労働となって
います。

事業所は人員的にも経済的にも余裕がなくなり、ますます相談員が増やせず、悪
循環となっています。
適切な相談が関われず、セルフプランの数は増大しています。平成31年3月末で
815ケースだったものが、令和2年3月末には914ケースとなっており、危機的な状
況です。
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補助事業で
増員しやすくする

相談支援専門員が増える

セルフ
プラン
解消

障害のある人の暮らしが安定
事業所の経営が安定

好循環
モニタ
リング
回数増

平成30年4月報酬改定により、
平成31年4月から、モニタリング
標準期間が見直され、モニタリン
グ頻度を高めることとされている

参考

適切な相談支援のために

相談支援事業所への支援が必要

特定事業所加算
取得により
事業所の
経営が安定

適切な相談支援提供には、とにかく相談支援専門員増員が必要です。相談支援
専門員が増えれば、セルフプランも解消も見込めますが、同時に既存のケースの
モニタリング回数を増やすことも目指せます。平成30年4月の報酬改定により、モ

ニタリング標準期間が見直され、モニタリング頻度を高めることとされていますが、
大津市の現状ではなかなかそこに取り組めていません。セルフプランを解消し計
画相談が関わること、既に関わっている計画相談がモニタリング回数を増やすこと
で信頼関係を構築でき、ケースが安定します。計画・モニタリングが増えることで、
単純に事業所の収入が増えます。相談支援専門員が増えることで、特定事業所
加算取得にもつながり、これも事業所収入増への道筋です。このことにより、事業
所の経営が安定し、相談支援専門員をさらに増員する可能性が生まれます。もち
ろん、これらすべては、障害のある人の暮らしの安定につながることを目標にして
おり、相談支援専門員増員のための事業所支援を制度化します。
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事業所の
相談支援専門員増員→特定事業所加算取得→安定経営 を支援し、

障害福祉サービス利用希望者に、適切な相談支援を提供できる体制を目指す

【概要】
相談支援専門員を増員し、
セルフプランまたは新規利用希望者への計画相談支援を
積極的に行う事業所に補助金を交付する

指定特定相談支援事業所体制整備補助金

令和2年度新規事業

事業所が相談支援専門員を増員し、特定事業所加算を取得し安定的な経営がで
きるよう支援する。そして、障害福祉サービス利用希望者に適切な相談支援を提
供できる体制を目指すため、「相談支援事業所体制整備補助金」を制定します。

相談支援専門員を増員し、セルフプランまたは新規利用希望者への計画相談支
援を積極的に行う事業所に補助金を交付するものです。
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補助対象者

以下のすべての要件を満たす法人

①大津市で36か月以上の障害福祉事業実績のある法人

②大津市で6か月以上の相談支援事業実績のある法人

③令和2年4月1日以後に

相談支援専門員を増員した法人

補助金の対象となる補助対象者は、
以下のすべての要件を満たす法人とします。
①大津市で36か月以上の障害福祉事業実績のある法人
②大津市で6か月以上の相談支援事業実績のある法人
③令和2年4月1日以後に相談支援専門員を増員した法人
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補助金

①月ごとに算定
②セルフプラン又は新規ケース受付1件あたり3万円
上限：増員した相談支援専門員数（増加数）×15万円
※増加数の上限は5
※以下の月は対象外
（1）セルフプラン又は新規ケース受付が2件以下
（2）増加数≦0

③四半期（4～6月、7～9月、10～12月、
1～3月）ごとに請求

④複数年度に渡り、申請する場合は
１事業所あたりの通算上限金額は
合計900万円

補助金は、
月ごとに算定します。
セルフプラン又は新規ケース受付1件あたり3万円
増員した相談支援専門員数（増加数）×15万円を上限とします。
増加数の上限は5とします。
また、
（1）セルフプラン又は新規ケース受付が2件以下の月や
（2）増加数が0以下の月
は対象外とします。
③四半期ごとに請求し、支払います。
④1事業所あたりの上限金額は合計900万円とします。
③四半期（4～6月、7～9月、10～12月、
1～3月）ごとに請求
④複数年度に渡り申請する場合は、1事業所あたりの通算上限金額は合計900万
円とします。
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【参考資料】厚生労働省 特定事業所加算資料
（特定事業所加算Ⅳは令和3年3月末までのみ）

最後に、厚生労働省による特定事業所加算についての資料を参考にお示しいた
します。
説明は以上となります。
ありがとうございました。
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